
1 .住所地特例の事務手続について

1 住所地特例に保る事務の見直しの概要

O 平成 18年 4月から桂罰地特例〈法第 13条〉の対象施設の見直しが行

われる。

O このうち、養護老人ホームに入所している者の資格管理事務については、

:qr成 17年 12月 19ヨの全国介護保険・老人環器事業担卦課長会融資料

(1 0 8貰以捧〉においてお示ししたところである。

O それ以外の住所地特例対象詫設については、施行自以後に入所・入居を

した場合に住所地特例が適用されるものであり、その資格管理事務につい

ては、基本的iこ従前の介護保険施設!こ怒る住所地特例に係る事務と問機で

ある。

O ただし、施行までに注意すべき点としては、性所地特例対象施設が増え

たことに持って、①施行自までに対象箆設を抱擁する必要がif.>ること、 φ
対象範設に対し住所地特例に探る事務を題知する必要があるという京であ

る。

(参考)住所地特例の運用方法

曹 1 住所地特例者の把握

保険者が住所地特摂i者者把握する方法については、①被保険者から

の届け出を必須とし、それに加えて、②擁設所在地市町村からの通知

若しくは③施設からの連絡のどちらかがあれば長いものとする。

被保験者からの届け出がなく、②議段所在地市町村からの通知又は

窃施設からの達絡があった場合には、被保険者iこ対して届け出を提す

魯 ものとする。

2 住所地特例に関する項目

被保険者台援の中に住所地特例の項目を含めるか、被保険者台棋と

は思Ijに住所地特亨iI合媛を創設し管理するかは、市町村の任意とする。
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2 対象施設

対象麗設については、

① 現在盟会に提出されている盟の補助金等の整理及び合理化等に伴う見麓

手当法等の一部を政正する法律案の成立・施行

φ 介護保股法等の一部を改正する法樺(平成 17革法律第 77号〉の施行

により、平成 18年4男1日から次おように改正される。

。介護保酸三箆設(注:地域密着型合護老人福祉擁設は含まれないJ
O養護老人ホーム〈老人福祉法第 2 0条の 4)

0特定麗設(介護保設法第 8条第 11項)

-有料老人ホーム(老人撞祉法第 2 9条第 1項〉



-養護老人ホーム(老人福祉法第 20粂の 4)

・軽費老人ホーム(老人福祉法第 20条のち〉

・適合高齢者専期翼賛住宅(高齢者の賠性の安定護課に関する法樟第 4条

の規定により愛録されている霊童住宅のうち、車生労働大臣が定める基

準に適合するものとして都道前県知事!こ賭け出られているもの)

が、住摂地特例対象臓設となる予定。

3 対象施設の把握の手順

(1)平成 18年4月以降

都道詩集

(掻祉部局〉
@住所地特例対象施設

(変更)連絡票

擁設所在地

市町村

窃各雄投iこ係る指定・崩

出の受付

や住所地特例対象施設

台艇に記畿、管理

@控訴地特例に張る

事務の説明

①各施設に係る指定の申請・属出

・介護険施設(介護保険法務行議期第13 

4条から第140条まで}

・宥料老人ホーム{老人議後法第29条〉

・軽費老人ホーム{社会議投法第62条)

'議合高齢者専用賃賛住議{介護保険法施

fj規長IJ第15条)

・3警護老人ホーム(老人福祉法施行規則l第
2条、第3条、第4条、第4条の3及び

第5条)等

住所地特例対象擁設

.分譲謀談議設

・脊料老人ホ…ム

.軽費老人ホーム

・連合高齢者専用繋貸{主宅

.養護老人ホーム

ー砂
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① 各施設に係る指定の申請 w 届出

住所地特例対象施設は、都道府県に対して、各施設に罷る指定の申

文は揺出(変更に係る届出を含む。)を行う o

② 各捷設に保る指定・届出の受付

都道簡集辻、各捷設に集る指定を行い、文は届出を受ける。

③ 住所地特例に罷る事務の説暁

都灘府県は、入所・入居又は退所・退屠が島った場合の事務について

対象施設に説明をする。

④ {主所地特例対象施設連絡累

都道府県iま、住所地特例対象施設連絡票を施設所在地市町村に送付す

る。

⑤ 住所地特捗i対象詫設台帳i二記載、審理

能設所主t告子告書7村ra:"住新地特例対象控設連絡票をもとに{業所地特例

対象施設台帳に記載し、管理する。

来 住所地特例対象施設(変東}連経葉及び住所地特例対象撞設台壊の棒式01j

li，別添 1のとおり。

(2) 施行前の事務

舎 新たに対象蒐設となる範設への生所地特例に係る事務の説明(上記(1)

@と関連〉
今般の見直しにより新たに対象となる施設であって、既に指定・麗出

がなされている施設(特定施設等〉に対して、各妻B道府撲は性用地特例

l二関する事務の説明を平成 18年3丹3 1日までに行う o 異体的には、

別添 2の f住所地特例の運用方法Jに従って

-施設入所(居)者名簿に記載、管理

・箆設入所連絡禦及び施設退所連絡撲の送付

-箆設需在地事欝?村かもの入所黒金への対応、入所連絡

等の事務があることを説顎。

その際、対象施設は関係市暫村に対して協力義務があること{法第 1

3条第3項)も併せて説明。

※ 別添 2の r住所地特例の運用方法Jは、制度施行時に r市禽村の事務態

理手11匡・擦式j でお示ししたものを対象施設の追加を踏まえて修正したも

のであるが、事務の流れに変吏はない。

争住所t色蒋額i対象接設連絡票の送付(上記(1)舎と関連)

都道府県は、雑設所在地事荷村に対し平成 18年3月24日までを目

途に既存の対象施設に罷る住所地特例対象麗設連絡棄を送付すること。

③ 住所地特例対象施設台帳への記載、管理(上記(I)@と関連〉

施設所在地市町村は、住所地特例対象施設連絡票をもとに平成 18年

3月31 E3までに住所地特例対象施設台帳への記載、管理を行うこと

なお、完IH悉棄料i立、 WAMNETIこ掲載する予定です。

円。



第 {参懇義文〉

G分譲謀議議〈平或九年j去樟第百二十三三時) (抄) (平成 18年4月 1日傭行予定)

{住箭土色特鱗対象施設に入所又は入隠中の被保険者の特例)

第十三五条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設j という 0) Iこ入所又は入居(以下この費量

!こおいて r入所等Jという。)をすることにより当該住所地特撰対象蟻設の所在する場需に住寝

所を変質したと認められる被課険者(第芝勢に掲げる麗設に入摂することにより当該撞設の南

在する場所に住所を変更したと翠められる被鍵験者とあって誌、老人犠祉法第十一条第一寝第

一勢の想定による入所措覆がともれた替に譲る。以下この条iニおいて r住所地特制対象被保険

者j というJ であって、当設設摂地特倒対象麗設に入所等をした際他の市町村(当該住所地

特鋼対象施設が顕在する市釘村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認めら

れるものは、第九条の規定にかかわらず、当額他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。

ただし、二以上の住所地特例対象施設に綿織して入所等をしている住所地特僻対象被保援者で

あって、現!こ入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項亙び次識において f現入所麗

設Jという。)に入所等をする道前に入所等をしていた住所地特倒対象施設{以下この事iこお

いて「班前入所施設j というJ 及日韓入所施設のそれぞれに入摂等をすることにより車欝入

所施設及び現入所賂設ぬそれぞれの摂夜する場所iこ鰻衣金需を変更したと認められるもの{次

項において f特定継続入所被集設者j というJ はついては、この援りでない。

合議機験蟻設

ニ特定施設

三 恋人犠投策家二十条の固に規定する謀議恋人ホーム

2 特定綾織入所被龍験者のうち、次の各碍{二掲げるものは、第九条の蝿定!こかかわらず、当額

各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしているニ以上の役所地特俄対象施設のそれぞれに入務等をすることに

よりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所!こ頭次生商を変更したと認められる住

所地特例対象被保験者であって、景品該ニ以上の佳器地特備対象麓設のうち毅鵠の住所地特

例対象臆設に入所等をした擦f患の市町軒{議入箭施設が箭在する市町軒以外の市街T村をい

う。)の毘嬢内に住所を有していたと翠鈴られるもの 当該俸の市町村

二 経緯して入義者等をしているこ以上の性所地特例対象施設のうちーぬ住所地特例対象施設か

ら纏織して憶の誰所地特伊i対象施設に入期等をすること{以下この号において f継続入所

等j という。〉により議該ーの注所地特例対象鰯設の所在する場所以外の場所から当該地の

住所地特例対象施設の所在する場所への住所の驚斑(以下この号において f韓定住現時変遣をj

という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保験者であって、最雀iこ行った特定住所

変更に係る継続入所等の糠他の市町村(現入所擁設が所設する市前村以外の市IBT村をいうJ

の区場内に住所を有していたと誌められるもの 当該縫の?義援7狩

3 住所地特例対象被儀験者が入所等をしている住務地特機対象施設は、当該住所地特餅対象施

設の所在する市前軒及び議設金額地韓伊i対象被義援者iこま守し介護諜換を行う市町村i二、必要患な

協力をしなけれiまならない。

-4-



• 
介護保験強所地特備対象施設連絡票

(男IJ添 1) 

文書著書琴

平成 毒事月白

00市{禽村}長様

00都道府県知事

次の施設が、貨市{町村)における住所地特例対象総綾となりましたので、連絡します。

伎所地特例通路
平成 意事 月 a 

隣始年月白

施設の積額

施設の名称

鷺鱈議事警

す

住 所

開

F
H
U
 



介護保険住所地特伊j対象施設連絡葉

文書臨獲得

平成年月日

00市{町村〉築様

00都道府県知事

次の篤設が、.i'容{町村}における住所地特例対象施設となりましたので、連絡します。

総数の援護霊 i線設の名称 郵便番号 住 pfi 
住所地特例適用

開始年月日

持。



介護保険住所地特例対象施設変更連絡票

文書番号

平成年月日

00市(町村)長棟

00都道府県知事

次のとおり、住所地特例対施設について変更がありましたので、連絡します。

年 月 J
目

， 

施段の種類

施設の名称

電話番号

T 
住 所

， 

施設の種類

施設の名称 . 
電話番号

T 

住 所

-7-



・・
.

.
 

咽
司
.
.・

.
 
ョ，

剛
司

.
-
対

象
施

設
台

帳
襲

理
番

号
施

設
の

種
類

施
設

の
名

称
郵

便
番

号
住

所
住…
開所
始地
特年
例見
適回

用
住
街
連
地
絡
特
票
例
受
対
付
象
日
施

設

• 

0
0
 



(5!lIJ添2)

住所地特例の運用方法

※ 以下「入所JIこあっては?入居iと、 ri義務jにあっては?違憲j と ること。

大項自

{主斎場号守備

中寝言

1 擁設入所

A市から B市のX施設に入所する場合保険者はA

従前住所地市町村A

在宅

施設所在地市可村8

住所地特例対象蒐設X

ヨ〉 転出届、住所地特伊i適思惑の窟出
被保験者辻、 f転出鑓j の能 r{主所地特摂li議F話器J1こ被保険者証を添えて、従前住所地
市雪村AIこ届け出る。

争資謡者誌の交付
従前{主所地市町村A~士、被保険者証を預かり、資格者証(住所地特例対象擁設Xに入
所することを記載)会交付する。

⑨ 資格者証の提示
被保険者は、住所地特例対象撞設Xに入罪する際、従鶴後続地前町村Aが交付した資
格者証を提示し、入所する。

窃転入患の窟出
被保険者は、 f転入蕗j 告と擁設扉在地市荷了村BIニ崩け出る。

舎撞設入所者名鐸の詑載
所地特例対象撞設Xは、入所時に被保険者証等を確認の上、保険者が擁設所在地市

町村Bでない場合、「施設入所者名簿Jに住所地特例の隊等を記載する。

@ 住所地特例の把握・入所照会・入所連絡・佐市町村住部地特{窮者名筆の記載
施設所在地市町村Bの介護保険担書課は、住民からの転入患による住所が生所地特例
対象施設所在地である場合、{主所地特伊j対象譲設X!こ熊会するか、または短所地特桝
対象擁設Xが擁設所在地軍隊持1"BIこ入所連絡をすることにより、住所地特例適用者で
あることを把握するとともιf能市町村生窮地特例者名縛j に記載する。

擁設入所連結票の送付
住所地特例対象擁設Xは、従前住所地市町村Aに「施設入所連絡禦Jを送付する。

命的市町村{主所地特例者連絡蕪の送付
施設所在地市町村Bは、 r1m市町村住所地特例者溝絡禦j を従前住所地市町村Aに送付

する。

φ 被イ呆険者台帳(住所地特例者合報)の記載
従前住所地市町村A辻、号、ぐ広告により住所地特例である誌を被保険者台帳(住所
地特{f~者台装) Iこ記載し、管理する0

9 被樺険者誌の書き換え・交付
訴前生産青地市町村Aは、被保険者に住所(胞設所在地)を議書き換えた被保険者証を郵

る。

内
W
M



保険者はA施設入所

⑧他市町村住所地特例

者連絡票

3 

X 

司 F 令

従前住所地

市町村A

A 1 

器住所地特倒的把握・能

町村住所地特例者名

簿の記載

@被楳険者台帳に住所

地特例の記載、管理

⑥入所照会

・入所連絡

住所地特例対象箪設X

ぐ会議設入所連絡葉

@
被
課
験
者
証

被保険者

争
資
格
者
証

e 事長出題
住所地特例

適用届

被保険者証

舎施設入所者名需に入

所の記麓
③入所

(資格者証)
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大項目

住所地特例

l 中項目

2 施設退所

B市のX施設を退所し、 C市に居住する場合保険者はC

l従…市町村A

在宅

施設所在地市町村B 1 .1転入先市町村C

住所地特例対象施設xl 在宅

l ① 転出届の届出

被保険者は、「転出届Jを施設所在地市町村Bに届け出る。

② 他市町村住所地特例者名簿から消除
施設所在地市町村Bは、他市町村住所地特例者名簿から消除する。

③ 施設退所通知書の送付
施設所在地市町村Bは、従前住所地市町村Aに「施設退所通知書Jを送付する。

④ 施設入所者名簿の記載
住所地特例対象施設Xは施設入所者名簿に退所の旨を記載する。

⑤ 施設退所連絡票の送付
住所地特例対象施設Xは、従前住所地市町村A及び施設所在地市町村Bに「施設退所

連絡票Jを送付する。

⑥ 資格喪失届の届出
被保険者は、「資格喪失届」に被保険者証を添えて、従前住所地市町村(保険者)Aに
届け出る。

⑦ 被保険者台帳に資格喪失の記載
従前住所地市町村Aは、③、⑤、⑥をもとに被保険者台帳に資格喪失の旨を記載する。

③ 受給資格証明書の交付
従前住所地市町村Aは、被保険者に受給資格証明書を交付する。

⑨ 転入届・資格取得届の届出

被保険者は、「転入届J(資格取得届)に受給資格証明書を添えて転入先市町村Cに届

け出る。

⑩ 被保険者台帳に資格取得の記載
転入先市町村Cは、資格取得届と受給資格証明書をもとに被保険者台帳に記載する。

-11-



保険者は八から Cに入叩->B→C 施設退所2 

施設所在地

子宮町村B

提訴住所地

市町村八

X 

能入先

市町村C

命他市町村在所地特

観者名簿から擢i訣

③施設退所

通知書⑦被保険者古輯に資格

礎失の記載

。被保険者合棋に資格

取得の記載

⑤
施
設
法
務
連
絡
票

①献出議

金所地特例対象箪設X

④施設入読者名縛

の退所の記載

一12-

⑤施設i義務連絡粟

器資棒喪失届

被{呆験者証

舎受給資格

証明書受資窃
給格転
資取人
格持届
証届
明
書



中項百

3 議設退務

8市のX施設を退前し、 B市川

大項目

在所地持部i

る場合保険者は日

施設所荘地市町村B

住所地特興対象施設X

従前住所地市町村A

在宅

話
み
寸
4

ふ
冷
z町市地在所設

宅

撞

准

φ 施設入所者名簿の記載

{支所培砦夢ij対象範設Xは、撞設入所者名簿に退所の旨を記載する。

擁設退所連絡累の送付

住所地特例対象施設は、従前住所地市町村八及び施設所主地市町村Bに

絡禦Jを送付する。

資格喪失届の揺出
被保険者は、 f資協喪失語J，こ被保険者読者訴えて、従語性所柏市町村(保険者)A

けよちるo

@ 受給資棒証明書の交付
従前住所地市町村Af士、被保険者に受給資絡証明書を交付する。

⑤ 転居届・資格取得屈の届出
被保険者i土、 f転居塙j の{色 f資格取詩語j に受給資格証境蓄を添えて転屠先市町村B
に届け出る。

舎被f呆験者台i援に資務取得の記載
転窟先市町村BI土、資格取持崩と受給資格証明書をもとに被保険者指帳を作成する。

窃腕投退所通知書の送付
転勝先市町村Bは、「施設近所通知書」を従前設所地市町村Aiこ送付する。

③ 被保険者台帳に資格喪失の記載
従前住所地前町村AI土、号、号、ぐちにより、被保険者台帳に資格喪失の記載をする。

山 13-



保険者は8A-→B-→B 

X 

施設i長所3 

市町村B
⑦施設退所通知書

従前住所地

市町村A

器被様険者台帳の

資格取持の記載

‘ 
争被保険者台帳に資格

現失の記載

岱施設退所連絡票

小
宮
受
給
資
務
証
明
書

@
資
格
喪
失
癌

被
保
験
者
証

注務準特例対象撞設X資格取持結

舎施設入所者名誇

iこ退所の記載

山 14-



大項目

住所地特例 !4 施設退所

話市のX蒐設 し、 A市に震る 保険者泣A

撞設税制町村B 卜→l従前住所地市町村A

住所地特例対象施設X 在宅

① 紙出屈の届出

被保険者は、 を擁設所在地前段f許BIと題iす出る。

岳地市町許住所地特例者名簿から消除
雄投所在地市町村B培、 1tl!市町村住所地特例者名簿から消除する。

③ 擁設退所通知書の送付
縮技所在地市町村おは、従前住所地市町村Aに f撞設退所通知欝j を送付する。

昏班設入弱者名簿の記載

住現地特摂j対象擁設XI立、擁設入所者名岨日 旨を記載する。

告擁 設i長所連絡票の送付
住所地特例対象施設Xは、従前住所地市町村A及び施設新高地市町村日に「撞設退所

を送付する。

⑥ 転入届・{主訴地特期終ア壊の毘出
被樺険者誌、 f転入器jの銭円支所地持伊j終了器j に護保験者証令添えて、従前住所地

計町村八仁屋行出る。

e 資格者証の交付
結前所地市町村Aは被保険者証を預かり、 を交付する

③ 住所地特例事項の治j時

従前住所地前町村AI立、被保険者台壌からf主演地緯焼事項を消除するG

!吾被保険者誌の書き換え・
従前青地市町村AI立、被保険者誌の住所をおの施設からAのぞE常に審き換えて被保

。

町 15-



撞設房在地

市町村君

保険者はA

@施設退新通知警

A→B→A 

従前住所地

市町村A

X 

撞設返済4 

③也市町村生所地特

OiJ者名簿から消捨

‘ 
⑧被保険者台帳から

住所地特例事項の消除

控訴地特関対象築設X

舎撞設退所連絡葉

舎
被
保
験
者
設

舎
資
務
者
証

参転入墨

{主主青地特伊j

終了麗

被{呆験者証

@施設入所者名

ー16-



中項自

擁設継続入所

B市のX施設

5 

保験者i土A

指設問議地市町村C

住窮地特伊i対象主主設Y

し、 C市のY施設に入所する

施設所在地市町村B

住所地特例対象施設X

転出届の届出
被保険者は、 f転出届j を擁設所在地市灘?村8に癌け出る。

① 

他市野村往湾奇地特~tl者名簿から議捨
議設所在増車町村Bは、{車市町村{主所地特例者名簿から消除する。

@ 

壌設i義務通知書の送付
擁設所在地市荷村Bは、従前{主所地市町村Aに f施設退所通知

@ 

る

範設入所者名簿の記載
住所地特例対象施設Xは、施設入所者名簿lと退所の皆を記載する。

@) 

f簸設退所
施設i長所連絡禦の送付
住所地特例対象施設Xは、従前住所地市町村A及。箆設所在地市釘村8
連絡禦J訟法付する。

⑤ 

住所地特例変更屈の議出
被課険者i土、 f住所増特例変更麗J，こ護課i義者誌を訴えて、従前住所地市町村Aに届け
出る。

6 

資務者誌の交丹
従前{主窮地市町村人は被保i喪者証を預かり、

e 
交付する。

資格者誌の提ポ
被探検者は、住所地特例対象施設Yに入所する際、従前住所地市町村Aの交付し
格者誌を提訴し、入所する。

@ 

施設入所者名縛の記載
住所地特例対象施設Yは、入所時に被保険者証等を確認の上、探検者が姥設新謀議指
町村Cでない場合、「施設入所者名講JIこ住所地特制の皆等を記載する。

@ 

C
 

ふゴ
ふ
冷
a

，
需十市

泳
む

.ふ

zh在十新設建ムを器入転
出
「

届
は

の
者

題
検

入
保

転
被

⑮ 
け出る。

住所地幹部の恕諜・入顎察会・入所連結・組事町村f支所地特剖者名簿の記載
設所在埠京町村Cの介護保設担当課は、生設からの較入届による住所が住所地特例

対象蒐設所在地である場合、住所地特例対象施設Yに照会するか、または住所地特例
対象主主設Yが擁設所在地市町村Cに入所連絡をすることにより、住所地特剖適用者で
あることを把握するとともに「他市町村住所地特例者名簿Jに記載する。

。

施設入所連絡累のj送付
入所照会を受けた住所地特例対象施設Yは、話前f主所地市町村人;こ「擁設入所連絡葉j

を送付する。

@ 

他市町村住所地特例者連結棄の送付
施設所在地市町村Cは、「能市町村住所培特伊i者連絡禁j を誕能箆現場事釘村Aiこ送付
する。

⑬ 

を被保険者台帳(住所9により{主所地特例である
る。

被保険者会i援の記載、
従蔀住所埠子許可村AI土
地特例者台帳)に記載し、

9 

換えて被保険者に郵送す

-17-

援保強者証の書き換え・交付
従前f主所地市吋村Aは、被保験者証の住所をXから Yf:::
る。

9 



部険者はAA-→B→C 施設継続入所5 

X→Y 

金銭前荷村{主務地特~J者連籍票

退

書

一

設

知

一

施

通

一

③

所

↑

官一
。住所地特例の担

握.f也市町村住所地

特例者名葬の記義

②他市町村住所地

特例者名簿から

消除

9被保険者台帳に

住所地特例の

-菅理

号入所~、会

.入所連絡

住所地特例

対象施設Y

窃較入墨
⑮
被
探
険
者
証

被探検者

。
住
所
地
特
例
変
更
臆

被
保
険
者
柾

ゆ施設入所者名簿④施設入所者名簿

に退所の記載

をむ入所(資格者証〉

叩 18-



中項目

6 議設継続入摂

君子告のX撞設を退所し、間じ忍市のY施設に入所する

集験者辻A

議設入所者名簿iこ退所の記載

擁設所在地市町村8

住所地特軒iJ対象撞設X

施設所主地市町村日

住所地特例対象施設Y

{支所地特例対象施設X辻、簸設入所者名箸に退所の旨を記載する。

Xから従前{主所地市町村A及び施設所在地市町村Bに f施設退所

窃住所地特例変更崩の届出
被保験者は、吋主所地特例変更届J~こ被保険者証を添えて、従前住所地市町村Aに題け
出る。

④ 資格者慌の交付
i 従前住所地市町村八は被保険者証を頑かり、資格者証を交付する。

命資格者証の揖示
被保険者は、住所地特例対象施設Yに入所する課、従前住所地市町村Aの交付した資
格者証を提示し、入所する。

@ 施設入所者名簿の記載
住所地特例対象路設Yは、入所時に被探検考証等を確認の上、 f柔i表者が箆設所在地市
町村Bでない場合、「施設入所者名禁事Jに住所地特例の嵩等を記載する。

⑦ 転居届の揺出
被保険者は、 sIと語げよおる。

借 住所地特例の杷諜・入街解金・入所連絡・砲事野村住高地特1?fJ者名簿の記載
施設所在地市町村おの分譲保検殺さ当課は、 f主設からの転居麗による生所が住所地特剖
対象施設所在地である場合、住窮地智関対象;接設YIこ務会するか、または住所地特例
対象擁設Yが薙設所荘地市町村BIこ入務連絡をすることにより、生民地特例適用者で
あることを把撞するとともに f総事荷村住所埠特{持者名簿j に記載する。

窃籍設入前連絡棄の送付
入所照会を受けた設所主義韓併対象範設Yは、従蔀住所地市町村八に f施設入所連絡粟」
を送付する。

9 撞設変更通知書の送付
蒐設所在地市野工村BIJ:， ~号、ぐちにより箆締結所地市町村八に「施設変更通知書」を送
討する。

§ 被保験者台犠の記載、管理
従詰{主窮地前町村Aは、窃、③、@、@)により、住所地特例である旨を被保険者台帳
{往薪地特例者台帳)に記載し、管理する0

9 被保験者誌の書き換え・交付
従前住所地市町村Aは、被保険者証の住所 xから YIと議き換えて被保険者に郵送す
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保険者はAA-..;B-→B 

x-→Y 

腕投継続入所6 

施設所産地

市町村B

地

幽

w
T
A
一

一
円

H
b

ふ
寸
4
山

住
守
一

前
…
姐
洲
一

士
山
山
一
r

従

m

@住所地特例の把

握・他市町村住所地

特例者名簿の記載

@施設変更通知書

毎被保険者台!援に

f主街地韓併の

-管理

@入所照会

・入所連絡

住所地特例

対象擁設Y

住所地特{関

対象接設X

ぐち転岩麗

窃
被
謀
験
者
証

被保険者

告
資
格
者
註

金
設
所
増
特
倒
的
変
更
届

護
保
験
者
証

舎擁投入所者名簿

iこ入慌の記載

争議設入所者名

にi昌明の詑載

一20叩

φ入所



大項目

住所地特例

中項目

7 施設継続入所

B市のX施設を退所し、 A市のY施設に入所する場合

保険者はA

l従前住町町村A

在宅

① 転出届の届出

|問在地市叩

住所地特例対象施設X

被保険者は、「転出届」を施設所在地市町村Bに届け出る。

② 他市町村住所地特例者名簿から消除

l従ー市叩

住所地特例対象施設Y

施設所在地市町村Bは、他市町村住所地特例者名簿から消除する。

③ 施設退所通知書の送付
施設所在地市町村Bは、従前住所地市町村Aに「施設退所通知書」を送付する。

④ 施設入所者名簿の記載
住所地特例対象施設Xは、施設入所者名簿に退所の旨を記載する。

⑤ 施設退所連絡票の送付
住所地特例対象施設Xは、従前住所地市町村A及び施設所在地市町村Bに「施設退所
連絡票」を送付する。

⑥ 転入届・住所地特例終了届の届出
被保険者は、「転入届」の他「住所地特例終了届」に被保険者証を添えて、従前住所地
市町村Aに届け出る。

⑦ 資格者証の交付
従前住所地市町村Aは被保険者証を預かり、資格者証を交付する。

③ 住所地特例事項の消除
従前住所地市町村Aは、被保険者台帳から住所地特例事項を消除する。

⑨ 資格者証の提示
被保険者は、住所地特例対象施設Yに入所する際、従前住所地市町村Aの交付した資
格者証を提示し、入所する。

⑩ 施設入所者名簿の記載
住所地特例対象施設Yは、入所時に被保険者証等を確認の上、「施設入所者名簿」に記
載する。

⑪ 被保険者証の書き換え・交付
従前住所地市町村Aは、被保険者証の住所をXからYに書き換えて被保険者に郵送す
る。
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雄設所在地

市町許話

保験者l立AA→ B →A 

X→Y 

従前住所地

市町村A

施設継続入所7 

窃也市町村住所地

特例者名簿から

消除

金施設退所通知撃事

吾被謀験者台帳

から校窮地特例

事現の消除

⑤
雑
設
議
所
連
絡
票

⑪
被
保
験
者
証

岱
資
格
者
証

e 
被住転
保所入
境地届
者蒋
証OiJ

終 {魯擁設退所連絡紫

例

X

一

特
設
一

地
雄
一

所
象
一

住
対
一

。転出届

金窮地特例

対象雄投Y

被保険者

④施設入所者名簿

に滋所の記載

@雄投入所者名

に入所の記載

⑨入所

(資務者証)

今
'
h

n，
』



届適用・変更・終了住所地特例介護保険

00帯〈町村)長様

次のとおり住所地特例(適用・変更・終了)について蟻け出ます。

*上!e(潟m.変更・終了)のZ豪遊するものに丸後つけるゐ

3草2業叫苦E宅 4 終了

年 日Jき成
一

平
一

良
一
綿
一

純
一
対
一

出
一
ん
一

車
一
本
一

3襲絞→施絞:変更夜宅『施設:適用

漏出入氏名

T 
窓出入住所

「ぃ
1

L

営費者事島長

事届出華町が被保後事宮本人の場合‘尾選出雪量住空持・官軍籍番号!ま!e憲主不要

被

: 12~Lti1:t.. 
需を

日月童手明.jc.畷生年月日
名氏

女努見IJ性

引
寸
;

月結
骨昭大符

月
F
』，

!
i
|
|寸
|

|

l

湾問お付年生名氏

シ』の入
今

ce箆
ふ℃下同

組合場の設施カ所持
沈初動集*

 

7
1
1
1
1
1
j
L
|
 

巽
勤
前
情
報

女男l;llj ?生

一γ
従前の
住所

雲監務餐号

成

1

十
単

名称

退所(緩)
年月日

施
設

臼

輸「

現住所
異 電話3番号
動
後 *異動後居住地が主義設の場合、以下も記入のこと

情

施; 名 称事量

入所(農}

年.Fl8 平成 童手 月 日

F号王手

円。
舟ぷ



介護保険他市町村住所地特例者連絡票

文書番号

平成年月日

00市(町村)長様

対

象

者

入

所
( 

居
) 

し
た
施
設

00市(町村)長

次の者が本市(町村)所在の住所地特例対象施設に入所・入居じましたので、連絡します。

転入年月日 |平成

入所(居)年月日 |平成

年

年

月

月

日

日

保険者番号 I I I I I I I I I I 

フリガナ
ーーーーーーーーーー・・・・岨ーーーーーーーーー同ー-ー・・ーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーー-ー・幽ーーーー・ーー量ーーーーーー・・ーーー・・

氏 名

転入前
T 

住所

名 称

電話番号

T 

所在地

-24-

生年月日 明・大・昭 年月日

性別 男 女



介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票

平成年月日

00市(町村)長様
住所地特例対象施股

次の者が下記の施設
居

居

入
・
退

所

所
入

退

に

を しましたので、連絡します。

b所(居)退所(居)年月日|平成 年 月 三」
被保険者番号

__2~1tJ..土-- ーーーーーーーー--圃ーーーーーーー圃ーーー--・ーーーーーーーーー・・ーーー画面ーーーーーーーーーーーーー静岡ーーーーーーーーー----ーーー--

氏 名
生年月日 明・大・昭 年 月 日

被
性 月リ 男 女

{果 入所(居) T 

険 前住所
者

退所(居) T 

後住所

ヰ1

退所(居)
1 他の住所地特例対象施設入所(居) 3その他理由 2 死亡

本1死亡退所(居)の場合は記載不要

L 保険者名 |保険者番号 II I I I I I 

名 称

施

電話番号

設
T 

所在地
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介護保険住所地特例施設変更通知書

00市{町村)操様

次の者が下記のとおり入所・入居施設を変更しましたので、遺怨します。

ZLJMI--一…

文書芸番号

浮成年月 8

00市{町村)畏

者 i氏 名悠年月日i勝大.IIB 年月お

性 ~IJ I努・女

変3定年}翌日 完走 岩手 月 日

名 称
変

更
煎 電話番号
銭
設 γ 

所在地

~ 称
変
更
後 霊話喬長号
施
設 T 

所在地

司 26-



介護保険住所地特偶施設退所(居)通知書

文書番番号

平成 是 正 月白

00市(町村〉畏様
00市〈町村〉長

次の若宮が施設を退所・i思癒しましたので、通知します。

考 II I I I I I '-1 
対 …;さ'!J点士一 -・ーー噌・・・ー-刷恒輔軸柑柑酬柑柑榊榊柑働骨構骨骨骨桝脚内時----ー晶画晶刷協掛軸暢剣勝醐柑軸紳軸紳脚岬町田ーーー骨骨ーー--骨精曲岬柑柑柑岨楢._-~台

象
氏名

生年月悶 明・大'怒 年月 白 (

番苦
後発IJ 男 4・ 女

γ 

退表奇〔居)後

住所

名 称

施

電話番努

設
す

所夜地

守

t
巧
'
』



施
設
名

入
所
(
居
)

氏
名

生
年

月
日

年
月
日

l N ∞ l  



介護保険他市町村住所地特例者名簿

平成 年 月 日作成

者号 11J ITII 11 1 
フリガナ

ー---帽ーーーーー・・ーー』噛'・・ーーーーー--ーーーーーーーーーーー・ー・・ーーー-----・-ーーーーーーーーーーーー守町w____ーーーーーーー』ーーー

対
氏 名

生年月日 明 ・ 大 ・ 昭 年月 E 
象

=者 性別 男 女

T 

転入前

住所

「ーー「ーー「|」

保険者番号

保険者名

転入年月日

|I I I I 

転出年月日

施設名称 施設所在地 入退所(居)年月日

T 

入所(居)日

電話番号 退所(居)日
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介護保険 住所地特例被探検者台帳

平成 年 月 日作成

掠険 者番号寸 I I I I I I I I I 
__.2!J友之… 日一世幽瞳幽ーーーーー一一一一時

氏 名
また年月日 明・大・昭 岩手 月 g 

被
保

性発せ 男 . 女

険 γ 

警官 住所地特例
適湾務住所

γ 

伎高時土復特例
終了後住所

線設名称 施設所在地 入選所〈居)年月悶 俊街地特例適用織爵

最
T 入所(居)B 適用 制除 . 

初
電話番号 選P野{書量Hヨ 終了 . 

T 入所{態)B 渡期 .修

2 

漉話番号 返書誇(媛)日 終了

T 入所{緩}沼 通用 . 

3 

普段絡事番号 退所(居)日 終7 . 

γ 入所{暦)臼 通用

4 

電話事量得 i童話時{~)B 終了 . 
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